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表７－１　各種経費（費用）の積算条件

第７章　投資・財政計画

１．事業費見通し
 ⑴　支出の積算条件の設定
　今後１０ヵ年の施策に係る事業費見通しは、第５章の取組みと第６章の事業計画を踏まえるとと
もに、表７－１で示した積算条件に基づき積算します。

　なお、年度毎の上昇率は２０３０年度まで考慮することとし、それ以降の上昇率は加味せずに積算
しています。

費用 積算条件

職員給与費 現在の組織体制と過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率を３．２％として各年度の金額を算定。

処理場運転費
下水処理場を稼働させるための動力費や薬品費。
過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率（原則、動力費は２％、薬品費は３％）を加味して各年度の金額を
算定。

修繕費
主に老朽化した下水道施設の修繕費用。
過去の決算値をベースに、修繕計画等を加味して見込み額を積算。
また、年度毎の上昇率を原則３％として各年度の金額を算定。

委託料
主に下水道施設の維持管理などに関する委託料。
過去の決算値をベースに、年度毎の上昇率を原則３％として各年度の金額を算定。

減価償却費 新規取得資産の耐用年数を管渠関連の資産は50年、処理場関連の資産は20年として見込み額を算定。

支払利息
建設改良費に係る新規発行の企業債について、原則元利均等方式・２８年償還の４年据置と仮定して積算。
利率は 過去の実績をベースに今後の上昇分を毎年度原則０.２％として算定

その他費用

下水道事業に係る材料費や負担金、引当金など。
過去の決算値をベースに、見込み額を積算。
また、内閣府の中長期の経済財政に関する試算をはじめ、政府や日銀等の物価上昇率も参考に、年度毎に
上昇率を加味して各年度の金額を算定。

 ⑵　収益的支出
　収益的支出は、主に施設の維持管理を行うための経費などを計上する支出で、今後１０ヵ年の推
計は図７－１のとおりです。
　大部分を占める減価償却費＊は、今後６９～７５億円で推移する見込みです。
　また、下水道施設の維持管理委託や施設老朽化に対応するための修繕費・委託料、下水処理場の
運転費用（動力費及び薬品費の合計）などは、３０～３８億円で推移する見込みです。この支出は、
下水道施設を維持していくために必要な固定的費用と言えます。
　なお、その他の費用としては、材料費や相互処理負担金（市境の地域において、他市と当市で互
いに流入する汚水の処理を行った際の、費用に関する負担金支出）などの負担金、各種引当金など
があります。
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図７－１　収益的支出の推計（税抜）

図７－２　資本的支出の推計（税込）

 ⑶　資本的支出
　資本的支出は、主に新たな整備や改築更新などを行うための経費を計上する支出で、今後１０ヵ
年の推計は図７－２のとおりです。
　固定費である企業債償還金（企業債の元金償還金）は、今後２７～３０億円で推移する見込みです。
　また、建設改良費については、下水処理場の設備など更新工事（処理場・ポンプ場改良費）が１１
～２９億円で推移する見込みのほか、管渠の改築更新工事（管渠改良費）が７～１５億円、整備工事（管
渠整備費）が４～１５億円で推移する見込みです。
　なお、その他の費用には、建設改良負担金（主に流域関連公共下水道＊の建設改良に関する費用
の支出）などがあります。
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２．財源見通し
 ⑴　収入の積算条件の設定
　今後１０ヵ年の施策に係る財源見通しは、「１．事業費見通し」の内容を踏まえ以下のとおり積算
します。

  ①　企業債
　企業債は、今後の整備・改築更新工事事業に対する一番大きな財源となり、また借入後２０～３０
年かけて償還することから、工事に係る費用負担の世代間公平を図ることができる重要な財源とな
ります。
　一方で、過度な借入は将来の負担増を招くため、企業債残高及び元利償還額（返済額）の推移を
考慮した計画的な借入が必要となります。
　第６章で予定している事業計画に対し、企業債の対象となる事業費を精査した結果、資本費平準
化債を含め１０ヵ年で平均３１億円の借入を見込んでいます。

　会計上の費用は減価償却費を採用するため、管渠を取得した場合、その耐用年数５０年で購入費を割
ると年６０万円の費用が掛かることになります。仮に、年間の収入が６０万円ある場合、会計上は収支均
衡が図れていることになります。
　しかし、実際は借入金返済のため年１００万円の現金支出が必要となり、年間の収入が６０万円のみだと、
４０万円の資金不足に陥ってしまいます。
　このような会計上の費用と実際の現金支出との不均衡を無くすため、元金返済額と減価償却費との差
分を新たに借り入れる企業債を「資本費平準化債」と言います。
　「資本費平準化債」で借り入れた財源を加えることで、会計上も実際の現金支出上でも適正な費用計
上を行うことが可能となります。

「資本費平準化債」

・３，０００万円の管渠を、全額借入金 (３０年償還利子無し )で取得
・年間の収入額が６０万円の場合

管渠取得費

年度返済

１００万円／年

（3,000万円÷償還期間30年）

不足額

40万円
不足額は、20年償還の

資本費平準化債で借り換える

減価償却費
（非現金支出費用）

60万円／年

3，000万円

（3,000万円÷耐用年数50年）
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単位：百万円

年　　度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

下水道使用料 5,196 6,680 6,644 6,608 6,571 7,175 7,226 7,186 7,145 7,105

※ 2026年度は2027年1月改定、2031年度は2031年4月改定を想定しています。

単位：百万円

年　度 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 平均

繰 入 額 1,339 1,381 1,484 1,298 1,255 1,285 1,340 1,388 1,395 1,389 1,355

（うち基準内） 885 986 1,171 1,067 1,107 1,137 1,192 1,240 1,247 1,241 1,127

（うち基準外） 454 395 313 231 148 148 148 148 148 148 228

（うち分流） 330 248 166 84 0 0 0 0 0 0 －

※ 基準外繰入には当市独自の施策により行っている事業費（下水道使用料減免、水洗便所改造資金貸付）が含まれます。

表７－２　一般会計繰入金の推移

表７－３　下水道使用料収入（税抜）の推計

表７－４　その他の下水道事業財源の積算条件

  ②　一般会計繰入金
　「雨水公費・汚水私費の原則」に基づき、必要経費については一般会計繰入金を見込んでいます。
　「分流式下水道等に要する経費（２５ページ参照）」に係る繰入金については、前計画を引継ぎ
２０３０年度にゼロとなるよう、段階的に削減します。２０２６年度の「分流式下水道等に要する経費」
に係る繰入見込額は３．３億円であることから、今後も各年度において約０．８億円ずつ削減します。
　その結果、一般会計繰入金は１０ヵ年で平均１３．６億円となります。

  ③　下水道使用料
　下水道事業の根幹をなす下水道使用料収入は、第８章で示す使用料改定を前提として見込んでい
ます。その結果、各年度における収入額の見込みは表７－３のとおりとなります。

  ④　その他
　その他の下水道事業財源については、表７－４で示した積算条件に基づき積算しています。

財源 積算条件

国・都補助金
下水道施設の整備・改築更新工事費などに対し、国・東京都から支給される補助金。

過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。

長期前受金戻入
資産取得時に充当した補助金等の財源について、資産の減価償却に応じて収益（収益的収入）を計上。
減価償却費の積算条件と同じ考え方で各年度の金額を算定。

受益者負担金
公共下水道が整備されることにより様々な利益を受けられる方（土地所有者など）に、その工事費の一部
を負担してもらうもの。1m
過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。

2あたり260円が賦課される。

その他収入
相互処理負担金や下水道用地占用料など。
過去の決算値をベースに、事業計画などを加味して各年度の金額を算定。
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 ⑵　収益的収入
　収益的収入は、収益的支出に対する財源にあたる収入で、今後１０ヵ年の推計は図７－３のとおり
です。
　収益的収入の大部分は、下水道使用料と長期前受金戻入が占めています。下水道使用料収入は、
使用料改定によって一時的に増収となりますが、有収水量の減少により徐々に減収する見込みです。
また、長期前受金戻入についても、固定資産の償却が進むにつれ徐々に減収する見込みのため、収
益的収入は長期的に見て減少していくと見込まれます。
　なお、その他の収入としては、相互処理負担金（市境の地域において、他市と当市で互いに流入
する汚水の処理を行った際の、費用に対する負担金収入）や、下水道用地占用料などがあります。

図７－３　収益的収入の推計（税抜）

 ⑶　資本的収入
　資本的収入は、資本的支出の財源にあたる収入で、支出側の事業内容に連動して増減する収入で
す。今後１０ヵ年の推計は図７－４のとおりです。
　資本的収入の大部分は、企業債収入が占めています。
　なお、その他の収入としては、水洗便所改造資金貸付元金（当市が水洗便所改造用として貸し付
けた元金の返済収入）などがあります。
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単位：百万円（税抜）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

11,829 13,451 13,372 12,914 12,519 13,069 13,022 13,035 12,928 12,858

12,067 12,801 12,810 12,676 12,453 12,863 12,429 12,591 12,614 12,795

▲ 238 650 562 237 66 206 593 444 314 62

※ 特別利益・損失を含む
※ 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合あり

年　　度

収　益　的　収　入

収　益　的　支　出

当年度純利益（又は損失）

図７－４　資本的収入の推計（税込）

図７－５　当年度純利益の推計

表７－５　収益的収支の推計
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３．財政見通し
 ⑴　当年度純利益の状況
　「１．事業費見通し（２）」と「２．財源見通し（２）」を踏まえた収益的収支は、表７－５および
図７－５のとおりです。収益的収支の差額によって生じる当年度純利益は、使用料改定により収入を
確保することで、２０２７年度以降は黒字の状態（＝純利益を確保）で推移する見込みです。
　しかし、収益的支出は今後も毎年度１２４億円を超えることが見込まれるため、更なる経費削減に
努めるとともに、使用料改定を含めた収入増加に努め、利益を確保する必要があります。
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単位：百万円（税込）

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

4,313 5,255 5,184 4,258 3,674 3,755 4,248 3,497 3,362 3,515

6,852 8,177 8,078 7,173 6,884 6,996 7,138 6,494 6,239 6,374

▲ 2,539 ▲ 2,921 ▲ 2,894 ▲ 2,915 ▲ 3,210 ▲ 3,240 ▲ 2,891 ▲ 2,997 ▲ 2,877 ▲ 2,859

※ 端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合あり

資本的収入が資本的
支出に不足する額

年　　度

資　本　的　収　入

資　本　的　支　出

 ⑵　資本的収支の不足額の状況
　「１．事業費見通し（３）」と「２．財源見通し（３）」を踏まえた資本的収支は、表７－６および
図７－６のとおりです。下水道事業の資本的収支では、支出の大部分を占める企業債償還金に連動
する財源収入がほとんど無いため、構造的に収支不足が生じます。今後の１０ヵ年で資本的収入が
資本的支出に不足する額は、２５～３２億円で推移する見込みです。
　資本的収入が資本的支出に不足する部分については、収益的収支を執行した結果などによって生
じる「補填財源※１」で補う必要があります。次の項目において補填財源の状況について検証します。

図７－６　資本的収入が資本的支出に不足する額

表７－６　資本的収支の推計
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※1�企業の内部に留保している現金などのうち、資本的収支の不足額を補填するために使用することが性質
　上差し支えない部分のことを指す。主に、現金支出が生じない減価償却費などの費用に充当した現金収
 　入（使用料収入など）により算出される。



第７章　投資・財政計画　

86

図７－７　資本的収入が資本的支出に不足する額と補填財源充当可能額

  ②　現金預金の状況
　現金預金の残高は、図７－８のとおりです。２０３０年度と２０３１年度にやや減少するものの、２０３５
年度まではプラスで推移する見込みです。
　なお、第３章の将来推計では、現行の使用料体系を維持した場合の使用料収入は減少見込みとなっ
ており、第８章で示す使用料改定により現金預金の残高を維持できる状況です。
　将来の企業債償還金や施設更新需要、緊急事態などに備えるために、今後も一定程度の資金を企
業内部に留保していく必要があります。
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 ⑶　資金の状況
  ①　補填財源の状況
　資本的収入が資本的支出に不足する部分を補う「補填財源」について、その充当可能額を算定す
ると図７－７のとおりです。２０３５年度までは毎年度、資本的収入が資本的支出に不足する額を上回
る見通しとなっており、今後１０ヵ年は補填財源不足が生じない見込みです。なお、「補填財源充当
可能額」から「資本的収入が資本的支出に不足する額」を差し引いた額が、主に現金預金残高とな
ります。
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 ⑷　企業債残高と元利償還費の推移
　「１．事業費見通し」と「２．財源見通し」から、企業債の元金残高と元利償還費の推移は図７－９
のとおりです。
　元金残高は、２０２９年度までは増加傾向となり、その後は２０３５年度まで４６０億円前後を推移す
る見込みです。
　元利償還費は、２０２８年度から徐々に増加傾向となり、２０３３年度には３９億円に達する見込みです。

図７－９　企業債残高と元利償還費の推移
※ 新規発行の企業債については、原則28年償還の4年据置として計算しています。
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図７－８　現金預金残高の推移
 ※ 未収金・未払金については考慮せずに算出しています。
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４．投資・財政計画（１０ヵ年の収支見通し）

12 
 

 投資・財政計画（ ヵ年の収支見通し）
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